
１．投票所入場整理券

　○投票所には、ご自分の投票所入場整理券をお持ちください。

　○投票所入場整理券をなくしたときは、投票所で係員に申し

出てください。

２．投票用紙には、候補者の氏名を一人だけ、はっきり書いて

ください。

３．次のような投票は無効になります。

　○定められた投票用紙以外の紙を使った場合。

　○二人以上の候補者の氏名を書いた場合。

　○候補者の氏名のほかに、余計なことを書いた場合。

　○だれに投票したかわからない場合。
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（この選挙公報は、立川市選挙公報発行条例第４条第１項の規定により、候補者から提出された原稿をそのまま掲載したものです。）
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